
◎
良
質
住
宅
を
増
や
す
た
め
の

固
定
資
産
税

(

家
屋)

軽
減
措
置

に
関
す
る
請
願

理
由
―
な
お
調
査
を
要
す
る
た

め
。◎

町
田
市
の
所
有
す
る
全
て
の

施
設
に
国
旗
の
掲
揚
を
求
め
る
請

願
◎
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
等
集
積
所
回

収
を
要
望
す
る
請
願

◎
学
校
事
務
職
員
・
栄
養
職
員

の
給
与
費
半
額
国
庫
負
担
な
ど
の

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
堅

持
を
求
め
る
請
願

◎
国
歌
斉
唱
を
求
め
る
請
願

◎
山
崎
第
二
ス
ポ
ー
ツ
広
場
継

続
利
用
に
関
す
る
請
願

意
見
―
願
意
に
沿
う
よ
う
努
力

さ
れ
た
い
。

◎
小
川
一
丁
目
マ
ン
シ
ョ
ン
建

設
に
関
す
る
請
願

意
見
―
願
意
に
沿
う
よ
う
努
力

さ
れ
た
い
。

分
行
う
よ
う
行
政
指
導
を
求
め
る

請
願理

由
―
な
お
調
査
を
要
す
る
た

め
。町

田
市
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
屋
外
広
告
物
条
例
に
基

づ
く
屋
外
広
告
物
許
可
申
請
手
数

料
を
改
正
す
る
等
、
条
例
の
一
部

が
改
正
さ
れ
ま
す
。

町
田
市
在
宅
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

新
た
に
設
置
さ
れ
る
本
町
田
在

宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

(

町
田
市

本
町
田
二
一
〇
二
番
地
一)

を
別

表
に
加
え
、
平
成
一
二
年
一
二
月

一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

町
田
市
介
護
保
険
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
か
ら

の
相
談
に
対
応
す
る
た
め
、
介
護

保
険
苦
情
相
談
調
整
会
議
を
設
置

す
る
等
、
条
例
の
一
部
が
改
正
さ

れ
、
平
成
一
二
年
一
〇
月
一
日
か

ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

町
田
市
廃
棄
物
の
処
理
及
び

再
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

ご
み
処
理
手
数
料
の
料
金
体
系

を
変
更
す
る
た
め
、
条
例
の
一
部

が
改
正
さ
れ
、
平
成
一
三
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

町
田
市
青
少
年
問
題
協
議
会

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例協
議
会
の
委
員
数
を
、
市
議
会

議
員
は

｢

八
人
以
内｣

か
ら

｢

五

人
以
内｣

に
、
学
識
経
験
者
は

｢

一
五
人
以
内｣

か
ら

｢

一
六
人

以
内｣

に
改
め
る
等
、
条
例
の
一

部
が
改
正
さ
れ
、
平
成
一
三
年
一

月
六
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

請
願
は
、
市
民
の
意
思

(

意
見

や
要
望)

を
市
政
に
反
映
さ
せ
る

意
図
を
持
っ
て
い
ま
す
。
請
願

は
、
個
人
で
も
、
法
人
・
団
体
で

も
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

議
会
で
は
、
提
出
さ
れ
た
請
願

の
趣
旨
を
十
分
に
審
議

(

審
査)

し
て
、
採
択
、
不
採
択
等
を
決
め

ま
す
。
採
択
し
た
請
願
の
う
ち
、

執
行
機
関
が
処
理
す
る
必
要
が
あ

る
も
の
は
、
市
長
等
に
送
っ
て
実

現
を
要
望
し
、
処
理
経
過
の
報
告

を
求
め
ま
す
。

請
願
を
提
出
さ
れ
た
方
に
は
、

採
択
、
不
採
択
に
か
か
わ
ら
ず
結

果
を
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

平
成
一
二
年
第
三
回
定
例
会
に

は
八
件
の
請
願
が
提
出
さ
れ
、
継

続
審
査
と
な
っ
て
い
た
六
件
と
あ

わ
せ
て
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
結

果
は
、
四
件
が
採
択
、
二
件
が
不

採
択
、
八
件
が
継
続
審
査
と
な
り

ま
し
た
。

な
お
、｢

議
会
の
テ
レ
ビ
中
継

に
関
す
る
請
願｣

及
び

｢

議
会
事

務
局
職
員
の
増
員
な
ど
を
求
め
る

請
願｣

は
閉
会
中
に
開
か
れ
た
町

田
市
議
会
の
改
革
に
関
す
る
調
査

特
別
委
員
会
で
審
査
し
、
継
続
審

査
と
な
っ
て
い
ま
す
。

詳
細
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◎
小
川
ダ
イ
ヘ
ン
跡
地
高
層
マ

ン
シ
ョ
ン
建
設
に
関
す
る
請
願

意
見
―
願
意
に
沿
う
よ
う
努
力

さ
れ
た
い
。

理
由
―
な
お
調
査
を
要
す
る
た

め
。◎

木
曽
小
学
校
の
校
名
に
関
す

る
請
願

理
由
―
な
お
調
査
を
要
す
る
た

め
。◎

新
設
校
の
校
名
を
境
川
小
学

校
と
す
る
こ
と
に
関
す
る
請
願

理
由
―
な
お
調
査
を
要
す
る
た

め
。◎

玉
川
学
園
七
丁
目
マ
ン
シ
ョ

ン
建
設
に
関
す
る
請
願

理
由
―
な
お
調
査
を
要
す
る
た

め
。◎

す
ず
か
け
台
駅
前
広
場
の
一

部
公
園
化
に
関
す
る
請
願

理
由
―
な
お
調
査
を
要
す
る
た

め
。◎

パ
チ
ン
コ
ホ
ー
ル
の
建
設
反

対
に
関
す
る
請
願

理
由
―
な
お
調
査
を
要
す
る
た

め
。◎

パ
チ
ン
コ
ホ
ー
ル
の
建
設
主

と
地
域
住
民
と
の
話
し
合
い
を
十

����年(平成12年)��月�日 町 田 市 議 会 だ よ り №��� (�)

請
願
の

審
査
状
況
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採

択

不

採

択

継
続
審
査


